
衛生管理者免許試験 公表問題 
 

労働衛生（有害業務に係るもの以外） 
 

 

① 温熱条件 

② 視環境 

③ 必要換気量 

④ 快適職場 

⑤ 労働安全衛生マネジメントシステム 

⑥ 腰痛予防対策 

⑦ 受動喫煙防止のガイドライン 

⑧ 食中毒 

⑨ 感染症 

⑩ 情報機器作業 

⑪ 労働衛生対策 

⑫ 健康保持増進 

⑬ メンタルヘスル対策 

⑭ エイジフレンドリー 

⑮ 健康診断の検査項目 

⑯ 労働衛生管理統計 

⑰ 脳血管障害・虚血性心疾患 

⑱ 一次救命処置 

⑲ 出血・止血法 

⑳ 熱傷 

㉑ 骨折 
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 ⑬ メンタルヘルス対策（労働衛生 有害業務に係るもの以外） 

 

 

 

（関係法令 有害業務） 【令和７年 10 月】 

【 問３４ 】 厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルスケア

の実施に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 

（１）心の健康づくり計画の実施に当たっては、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、

メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調と

なった労働者の職場復帰支援等を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要がある。 

（２）プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全衛生委員会において、ストレスチェック制度

に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことは避ける。 

（３）「セルフケア」とは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、

軽減する、あるいはこれに対処することである。 

（４）心の健康問題を抱える労働者に対して、健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いと

いう問題があることに留意する。 

（５）労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性

があるため、人事労務管理部門と連携するようにする。 

 

 

▶▶解説◀◀  

（１）（３）（４）（５）正しい。 

（２）誤り：ストレスチェック制度に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連

付けて行うことが望ましい。 

＊解答＊  （２） 
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 ⑬ メンタルヘルス対策（労働衛生 有害業務に係るもの以外） 

 

 

 

（関係法令 有害業務） 【令和 6 年 4 月】 

【 問３４ 】 厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルスケア

の実施に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 

（１）「心の健康づくり計画」の策定に当たっては、衛生委員会又は安全衛生委員会において十分調査

審議を行う。 

（２）「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業 

場外資源によるケア」の四つのケアを継続的かつ計画的に行う。 

（３）メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から

取得する際には、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得ると

ともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。 

（４）労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性

があるため、人事労務管理部門と連携するようにする。 

（５）プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全衛生委員会において、ストレスチェック制度

に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことは避ける。 

 

▶▶解説◀◀ 

（１）（２）（３）（４）適切 

（５）適切でない：事業者は、自らがストレスチェック制度を含めたメンタルヘルスケアを積極的に

推進することを表明するとともに、衛生委員会や安全衛生委員会において、十分調査審議を行う。 

＊解答＊  （５） 
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 ⑬ メンタルヘルス対策（労働衛生 有害業務に係るもの以外） 

 

 

 

（関係法令 有害業務） 【令和 5 年 4 月】 

【 問３４ 】 厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルス対策

に関する次のＡからＤの記述について、誤っているものの組合せは(１)～(５)のうちどれか。 

 Ａ メンタルヘルスケアを中長期的視点に立って継続的かつ計画的に行うため策定する「心の健康づ

くり計画」は、各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましい。 

 Ｂ 「心の健康づくり計画」の策定に当たっては、プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全

衛生委員会での調査審議は避ける。 

 Ｃ 「セルフケア」、「家族によるケア」、「ラインによるケア」及び「事業場外資源によるケア」の四

つのケアを効果的に推進する。 

 Ｄ 「セルフケア」とは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、

軽減する、又はこれに対処することである。 

（１）Ａ，Ｂ 

（２）Ａ，Ｃ 

（３）Ａ，Ｄ 

（４）Ｂ，Ｃ 

（５）Ｃ，Ｄ 

 

 

▶▶解説◀◀ 

Ｂ：「心の健康づくり計画」の策定は、衛生委員会や安全衛生委員会において十分調査審議を行う。 

Ｃ：四つのケアに「家族によるケア」はない。 

＊解答＊ （４） 
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 ⑬ メンタルヘルス対策（労働衛生 有害業務に係るもの以外） 

 

 

 

（関係法令 有害業務） 【令和 3 年 4 月】 

【 問３４ 】 厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルスケ

アの実施に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 

（１）心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、また、心の健康問題の発生

過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難しいという特性がある。 

（２）心の健康づくり計画の実施に当たっては、メンタルヘルス不調を早期に発見する｢一次予防｣、

適切な措置を行う｢二次予防｣及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援を行う｢三

次予防｣が円滑に行われるようにする必要がある。 

（３）労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織などの要因によって影響を受けるた

め、メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多いこと

に留意する。 

（４）労働者の心の健康は、職場のストレス要因のみならず、家庭・個人生活などの職場外のスト

レス要因の影響を受けている場合も多いことに留意する。 

（５）メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族か

ら取得する際には、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得

るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。 

 

 

▶▶解説◀◀ 

（１）（３）（４）（５）適切 

（２）適切ではない：「早期に発見する」⇒「未然に防止する」、「適切な措置を行う」⇒「メンタ

ルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う」。一次予防はストレスチェック制度等によ

る未然防止で、早期発見は適切な措置を行うこととあわせて二次予防である。 

＊解答＊ （２） 
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 ⑬ メンタルヘルス対策（労働衛生 有害業務に係るもの以外） 

 

 

 

（関係法令 有害業務） 【令和 2 年 10 月】 

【 問３４ 】 厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルスケ

アの実施に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 

（１）心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、また、心の健康問題の発生

過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難しいという特性がある。 

（２）心の健康づくり計画の実施に当たっては、メンタルヘルス不調を早期に発見する｢一次予

防｣、適切な措置を行う｢二次予防｣及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援を行

う｢三次予防｣が円滑に行われるようにする必要がある。 

（３）労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織などの要因によって影響を受けるた

め、メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多いこと

に留意する。 

（４）「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び

「事業場外資源によるケア」の四つのケアを継続的かつ計画的に行う。 

（５）メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から

取得する際には、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得ると

ともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。 

 

 

▶▶解説◀◀ 

（１）（３）（４）（５）適切 

（２）適切ではない：「早期に発見する」⇒「未然に防止する」、「適切な措置を行う」⇒「メンタ

ルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う」。早期発見は二次予防であり、一次予防は

ストレスチェック制度等による未然防止である。 

＊解答＊ （２） 
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 ⑬ メンタルヘルス対策（労働衛生 有害業務に係るもの以外） 

 

 

 

（関係法令 有害業務） 【令和 2 年 4 月】 

【 問３５ 】 厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルスケア

の実施に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。 

（１）心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、また、心の健康問題の発生

過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難しいという特性がある。 

（２）心の健康づくり計画の実施に当たっては、メンタルヘルス不調を早期に発見する「一次予防」、

適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援を行う

「三次予防」が円滑に行われるようにする必要がある。 

（３）労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織などの要因によって影響を受けるため、

メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多いことに留

意する。 

（４）労働者の心の健康は、職場のストレス要因のみならず、家庭・個人生活などの職場外のスト

レス要因の影響を受けている場合も多いことに留意する。 

（５）メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族か

ら取得する際には、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得

るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。 

 

 

▶▶解説◀◀ 

（１）（３）（４）（５）適切 

（２）不適切 ： 「早期に発見する」⇒「未然に防止する」、「適切な措置を行う」⇒「メンタルヘ

ルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う」。早期発見は二次予防であり、一次予防はスト

レスチェック制度等による未然防止である。 

 ※ 以下、指針の該当箇所のとおり。 

心の健康づくり計画の実施に当たっては、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善

を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に

発見し、適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を

支援等を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要がある。 

＊解答＊ （２） 
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 ⑬ メンタルヘルス対策（労働衛生 有害業務に係るもの以外） 

 

 

 

（関係法令 有害業務） 【令和元年 10 月】 

【 問３４ 】 厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、心の健康づくり計

画の実施に当たって推進すべきこととされている四つのメンタルヘルスケアに該当しないものは、次

のうちどれか。 

（１） 労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスの予防や対処を行うセルフ

ケア。 

（２） 職場の同僚がメンタルヘルス不調の労働者の早期発見、相談への対応を行うとともに管理監督

者に情報提供を行う同僚によるケア。 

（３） 管理監督者が、職場環境等の改善や労働者からの相談への対応を行うラインによるケア。 

（４） 産業医、衛生管理者等が、心の健康づくり対策の提言や推進を行うとともに、労働者及び管理

監督者に対する支援を行う事業場内産業保健スタッフ等によるケア。 

（５） メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を有する事業場外の機関及び専門家を活用し支援

を受ける事業場外資源によるケア。 

 

 

▶▶解説◀◀ 

（１）（３）（４）（５）該当する 

（２）該当しない：四つのメンタルヘルスケアに「同僚によるケア」はない。 

＊解答＊ （２） 
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 ⑬ メンタルヘルス対策（労働衛生 有害業務に係るもの以外） 

 

 

 

（関係法令 有害業務） 【平成 30 年 10 月】 

【 問３５ 】 厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、心の健康づくり計

画の実施に当たって推進すべきこととされている四つのメンタルヘルスケアに該当しないものは、次

のうちどれか。 

（１） 労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスの予防や対処を行うセルフ

ケア 

（２） 職場の同僚がメンタルヘルス不調の労働者の早期発見、相談への対応を行うとともに管理監督

者に情報提供を行う同僚によるケア 

（３） 管理監督者が、職場環境等の改善や労働者からの相談への対応を行うラインによるケア 

（４） 産業医、衛生管理者等が、心の健康づくり対策の提言や推進を行うとともに労働者及び管理監

督者に対する支援を行う事業場内産業保健スタッフ等によるケア 

（５） メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を有する事業場外の機関及び専門家を活用し支援

を受ける事業場外資源によるケア 

 

 

▶▶解説◀◀ 

（１）（３）（４）（５）該当する 

（２）該当しない：四つのケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ

によるケア」及び「事業場外資源によるケア」であり、「家族によるケア」はない。 

＊解答＊ （２） 
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 ⑬ メンタルヘルス対策（労働衛生 有害業務に係るもの以外） 

 

 

 

（関係法令 有害業務） 【平成 30 年 4 月】 

【 問３５ 】厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルスケアに

関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

（１）メンタルヘルスケアを中長期的視点に立って継続的かつ計画的に行うため策定する「心の健康

づくり計画」は、各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付ける。 

（２）「心の健康づくり計画」の策定は、衛生委員会又は安全衛生委員会において十分調査審議する。 

（３）事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨を表明することは、「心の健康づくり計画」

で定めるべき事項に含まれる。 

（４）「心の健康づくり計画」では、「セルフケア」、「家族によるケア」、「ラインによるケア」及び「事

業場外資源によるケア」の四つのケアを効果的に推進する。 

（５）「セルフケア」とは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、

軽減することである。 

 

 

▶▶解説◀◀ 

（１）（２）（３）（５）正しい 

（４）誤り：四つのケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフによる

ケア」及び「事業場外資源によるケア」であり、「家族によるケア」はない。 

＊解答＊ （４） 


